
　病気や仕事の都合などで一時的にお子さんを家庭で養育できない
保護者に代わって、お子さんをお預かりします。

　 一時的に養育できない場合に短期間 　仕事等で夜間に養育することが困難と
　 お子さんをお預かりします。 　なったお子さんをお預かりします。

　 ◇期間◇ 　◇時間◇
　 原則7日間以内 　午後6時から午後9時

２歳未満児
　◇乳児院　桐育乳児園   ◇乳児院　東光乳児院
　（桐生市相生町5-27-1） 　（太田市熊野町13-3）

２歳以上児
　◇児童養護施設　東光虹の家　　　◇児童養護施設　地行園
　（太田市熊野町7-15）　　　　　　 　　（前橋市江木町1304）
　◇児童養護施設　鐘の鳴る丘少年の家
　（前橋市堀越町880番地)

※父子・母子及び養育者世帯で、市県民税非課税世帯に該当する場合は、
   生活保護世帯と同じ料金です。

   施設の空き状況等によって利用に制限がありますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ
 　桐生市　子育て相談課　子育て相談係  ℡　０２７７－４３－２０００
　 〒３７６－００４５　　桐生市末広町１３番地の４　桐生市保健福祉会館１階

　 ※夜間、土日祝日、年末年始でも受け付けますので、まずはお電話ください。

（ショートステイ事業） （トワイライトステイ事業）

費用はいくらかかるの？

種別
利用料（日額）

ショートステイ トワイライトステイ

市県民税非課税世帯　　 　２歳未満児
　　　　　　　　　　　　　　　 　 ２歳以上児

１，１００円 ３００円
１，０００円 ３００円

生活保護世帯　　　　　　　  ２歳未満児
                               　    ２歳以上児

０円 ０円
０円 ０円

一般世帯　　　　　　　　 　　 ２歳未満児
                               　 　 ２歳以上児

５，３５０円 ７５０円
２，７５０円 ７５０円

数日預かってほしい！ 夕方だけお願いしたい！

どこで預かってくれるの？


